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三島嶺南

鳥獣保護

区

四国中央市金砂町小川山柳

瀬の柳瀬ダムえん堤西端を起

点とし、ここから同ダム管理

庁舎進入路を南に進み、国道

３１９号に出て、同国道をほぼ

南西に進み、県道高知伊予三

島線との交点に至り、ここか

ら同県道をほぼ南西に進み、

富郷橋南端で銅山川に出て、

同川右岸を上流に進み、富郷

ダムえん堤東端に至る。ここ

から同ダム常時満水位の貯水

線を南に進み、高橋谷橋北端

で市道藤原�川線との交点に

至り、ここから同市道をほぼ

南に進み、市道�川城師線と

令和６年

１１月１日

から令和

１６年１０月

３１日まで

当該区域は、金砂

湖県立自然公園の区

域とほぼ重複し、金

砂湖と富郷渓谷を中

心とする雄大な自然

景観が見られ、多様

な鳥獣が生息してい

る。このため、良好

な鳥獣の生息環境と

なっている区域につ

いて保護地区として

指定し、当該区域に

生息する鳥獣の生息

環境を保全する。さ

らに、野鳥観察や自

然とのふれあいの場

の交点に至り、ここから同市

道を東ないし西に進み、市道

城師大橋別子山線との交点に

至り、ここから同市道を西に

進み、同県道に出て、同県道

を北東に進み、県道上猿田三

島線との交点に至り、ここか

ら同県道を北東に進み、市道

豊坂千野々線との交点に至り、

ここから同市道を北東に進み、

農道長瀬１号線との交点に至

り、ここから同農道をほぼ東

に進み、瀬川橋北端で同川に

出て、同川左岸を下流に進み、

平野橋北端で同国道との交点

に至り、ここから同国道を北

に進み、同町と同市富郷町と

の境界に至り、ここから同境

界を北西に進み、法皇山脈の
りょう りょう

稜線に至り、ここから同稜線

を東に進み、市道法皇線に出

て、同市道を東に進み、同え
りょう

ん堤東端に至る稜線との交点
りょう

に至り、ここから同稜線を南

ないし南東に進み、柳瀬ダム

えん堤東端に至り、ここから

として活用するとと

もに、野鳥の保護及

び野鳥の安定的な生

息地の保護を目的と

する。
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同えん堤を渡り、起点に至る

線に囲まれた区域

阿島長野

鳥獣保護

区

新居浜市長野の国道１１号と

南川農道との交点を起点とし、

ここから同農道をほぼ北に進

み、阿島に向かう山道に至り、

同山道をほぼ北東に進み、Ｊ

Ｒ四国予讃線との交点に至り、

ここから同線を南東に進み、

県道新居浜土居線との交点に

至る。ここから同県道を南東

に進み、四国中央市土居町高

曽根から山裾に沿って南西に

進み、同国道に出て、同国道

を西に進み、起点に至る線に

囲まれた区域

同 上 当該地域は針広混

交林などの林相の変

化に富む地域であり、

タカをはじめ多様な

鳥獣が生息している。

国有林内のマツと広

葉樹との混交林や新

居浜市民の森自然公

園など良好な鳥獣の

生息環境となってい

る区域について保護

地区に指定し、当該

地域に生息する鳥獣

の生息環境を保全す

る。

高縄鳥獣

保護区

松山市地蔵堂の県道湯山高

縄北条線と善応寺農道との交

点を起点とし、ここから同農

道を北東に進み、落合に通じ

る畑総管理道との交点に至り、

ここから同管理道を北東に進

み、院内川に出る。ここから

同川右岸を上流に進み、大本

神社前に至る。ここから標高

点（５５９．０メートル）に至る
りょう

稜線を南東に進み、同標高点
りょう

を経て、更に稜線を南東に進

み、林道雄鹿２号線に出る。

ここから同林道をほぼ南東に

進み、同県道に出て、同県道

をほぼ西に進み、起点に至る

線に囲まれた区域

同 上 当該地域は、広葉

樹と針葉樹など林相

の変化に富む地域で

あり、多様な鳥獣が

生息していることか

ら、鳥獣保護区に指

定し、当該地域に生

息する鳥獣の保護を

図る。また、定期的

に巡視を実施し、鳥

獣の安定的な生息に

著しい影響を及ぼす

ことのないよう留意

するとともに、自然

とのふれあいの場、

環境教育の場として

活用を図ることとす

る。

佐礼谷鳥

獣保護区

伊予市双海町上灘の国道５６

号と県道中山双海線との交点

を起点とし、ここから同県道

を北東に進み、市道赤海線と

の交点に至り、ここから同市

道を北東に進み、県道中山伊

予線に出て、同県道を南ない

し南西に進み、県道広田双海

線との交点に至り、ここから

同県道を南に進み、県道中山

伊予線との交点に至り、ここ

から同県道を南ないし南西に

進み、同国道に出て、同国道

を西ないしほぼ北に進み、起

点に至る線に囲まれた区域

同 上 当該地域は一部特

別保護地区も指定さ

れており、広葉樹と

針葉樹など林相の変

化に富む地域であり、

多様な鳥獣が生息し

ていることから、鳥

獣保護区に指定し、

当該地域に生息する

鳥獣の保護を図る。

また、定期的に巡視

を実施し、鳥獣の安

定的な生息に著しい

影響を及ぼすことの

ないよう留意すると

ともに、自然とのふ

れあいの場、環境教

育の場として活用を

図ることとする。

諏訪崎鳥

獣保護区

八幡浜市栗野浦の県道舌間

八幡浜線と市道諏訪崎線との

交点を起点とし、ここから南

東に直進し、海岸線に出る。

ここからその海岸線を西に進

み、諏訪崎に至り、ここから

更にその海岸線を東に進み、

市道鯛引線に至り、ここから

同市道を東ないし北に進み、

同県道に出て、同県道を南に

進み、起点に至る線で囲まれ

た区域

同 上 当該地域は、落葉

広葉樹林などが多く

占める林相の変化に

富んだ地域であり、

宇和海に伸びる細長

い岬という特殊な地

形条件のもと、メジ

ロ、ホオジロ、ウグ

イスなどをはじめと

する鳥類やタヌキ、

ノウサギなどの多く

の獣類が生息してい

ることから、鳥獣保

護区に指定し、当該

地域に生息する鳥獣

の保護を図る。また、

鳥獣の生息地となる

環境を適切に保持し、

鳥獣に対して著しい

影響を及ぼすことの

ないよう留意すると

ともに、鳥獣の保護

活動や観察の場、子

供達の人間性を育む

場として活用を図る。

卯之町鳥

獣保護区

西予市宇和町鬼窪の県立宇

和高等学校正門前の県道鳥坂

宇和線と市道（宇）旧町地区

２３８号線との交点を起点とし、

ここから同市道を西に進み、

卯之町市街住宅地東端に至り、

ここから林野と市街住宅地、

学校、病院等との境界を北西

に進み、鬼窪９区の本如院前

で市道（宇）旧町地区７１号線

に出る。ここから同市道を北

ないし北西に進み、松葉城趾

標柱設置地点で山道との交点

に至り、ここから同山道を東

に進み、コエン峠及び中川財

産区有林と田之筋財産区有林

との境界の辻を経て、更に同

山道を北東に進み、市道（宇）

田之筋地区５７号線に出て、同

市道を東に進み、新城の川田

前橋東端に至る。ここから岩

瀬川左岸を下流に進み、明石

の七夕橋東端で市道（宇）田

之筋地区９０号線との交点に至

り、ここから同市道を南西に

同 上 当該地域は、市街

地に隣接する里山の

樹林帯であり、多様

な鳥獣が生息してい

ることから、鳥獣保

護区に指定し、当該

地域に生息する鳥獣

の保護を図る。また、

自然とのふれあいや

鳥類の観察及び保護

活動を通じた環境教

育の場の確保に努め

るとともに、定期的

に巡視を実施するな

どにより、静謐な環

境の保持を図り、鳥

獣の安定的な生息に

著しい影響を及ぼす

ことのないよう留意

する。
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�愛媛県告示第９４３号
次の鳥獣保護区について、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正

化に関する法律（平成１４年法律第８８号）第２８条第１項の規定に基づ

き区域を変更し、及び同条第７項ただし書の規定に基づき存続期間

を更新する。

令和６年１０月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

進み、市道（宇）田之筋地区

８７号線との交点に至り、ここ

から同市道を南に進み、市道

（宇）田之筋地区１１２号線と

の交点に至る。ここから同市

道を南に進み、市道（宇）田

之筋地区１２２号線との交点に

至り、ここから同市道を南東

に進み、同県道に出て、同県

道を南西に進み、起点に至る

線に囲まれた区域

高茂鳥獣

保護区

南宇和郡愛南町船越の権限

山（４９１．０メートル）を起点
りょう

とし、ここから稜線を南ない

し東に進み、御立鼻で海岸に

出る。ここからその海岸線に

沿って西に進み、鼻面岬及び

高茂岬を経て、さらにその海

岸線をほぼ北に進み、耳毛に
りょう

至る。ここから稜線を南西な

いし南東に進み、起点に至る

線に囲まれた区域

同 上 当区域は、足摺宇

和海国立公園の第２

種特別区域内にあり、

全域が多様な鳥獣の

保護繁殖に適してい

る森林地帯である。

このため、森林鳥獣

の生息地として自然

条件に優れているこ

とから、鳥獣保護区

に指定し、当該地域

に生息する鳥獣の保

護を図る。

伏越鳥獣

保護区

西予市城川町下相の国道１９

７号と県道城川梼原線との交

点を起点とし、ここから同県

道を北東ないし東に進み、市

道（城）土居古市線との交点

に至り、ここから同市道を南

東に進み、古市の三島橋東端

で三滝川に出て、同川右岸を

下流に進み、新古市橋西端で

同国道との交点に至り、ここ

から同国道をほぼ西ないし北

西に進み、起点に至る線に囲

まれた区域

同 上 当該地域は、集落

に隣接する里山の樹

林帯であり、多様な

鳥獣類が生息してい

ることから、鳥獣保

護区に指定し、当該

地域に生息する鳥獣

の保護を図る。また、

自然とのふれあいや

鳥類の観察及び保護

活動を通じた環境の

場として活用するほ

か、定期的に巡視を

実施するなどにより、

静謐な環境の保持を

図り、鳥獣の安定的

な生息に著しい影響

を及ぼすことのない

よう留意する。

忽那七島

海域鳥獣

保護区

松山市波妻の鼻を起点とし、

ここから伊予郡松前町の国近

川右岸河口に至る海岸線並び

に同河口から同市由利島南端、

同島西端、津和地島友落鼻、

同島剣ノ鼻、同島氏神鼻、小

館場島北端、安居島北端、小

安居島北端及び起点を順次結

んだ直線に囲まれた区域のう

同 上 当該地域は、県下

最大の海域の鳥獣保

護区であり、多様な

鳥獣が生息している

ことから、鳥獣保護

区に指定し、当該地

域に生息する鳥獣の

保護を図る。また、

定期的に巡視を実施

ち、愛媛県の区域の海面並び

に旧松山市の釣島及び旧中島

町の島（中島本島、睦月島、

怒和島、二神島、野忽那島及

び津和地島を除く。）全域

し、鳥獣の安定的な

生息に著しい影響を

及ぼすことのないよ

う留意するとともに、

自然とのふれあいの

場、環境教育の場と

して活用を図ること

とする。

千足宮内

鳥獣保護

区

伊予郡砥部町宮内の町道千

足林�線と町道宮内塩ヶ森線

との交点を起点とし、ここか

ら同町道をほぼ南東に進み、

農道天王山線との交点に至り、

ここから同農道をほぼ南西に

進み、砥部町総合公園の敷地

を囲むフェンスの南端に至る。

ここから同フェンスに沿って

ほぼ北西に進み、町道千足林

�線に出て、同町道を北西に

進み、起点に至る線に囲まれ

た区域

同 上 当該地域は、砥部

町総合公園周辺の人

と野生鳥獣の共生し

ている地域である。

林相は主に広葉樹で

あり、多様な鳥獣が

生息していることか

ら、鳥獣保護区に指

定し、当該地域に生

息する鳥獣の保護を

図る。また、定期的

に巡視を実施し、鳥

獣の安定的な生息に

著しい影響を及ぼす

ことのないよう留意

するとともに、自然

とのふれあいの場、

環境教育の場として

活用を図ることとす

る。

名 称 区 域 存続期間 保護に関する指針

篠山鳥獣

保護区

宇和島市津島町の国有林２０

１６林班及び県有林御槇事業所

１号６林班の区域

令和６年

１１月１日

から令和

１６年１０月

３１日まで

当該地域は、多種

多様な鳥類の重要な

生息地であることか

ら、鳥獣保護区に指

定し、当該地域を利

用する留鳥及び渡り

鳥の保護を図る。適

宜に巡視を実施し、

環境の保持を図ると

ともに、鳥獣の安定

的な生息に著しい影

響を及ぼすことのな

いように留意する。
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�愛媛県告示第９４４号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成１４年

法律第８８号）第２９条第１項の規定に基づき、次のとおり特別保護地

区を指定する。

令和６年１０月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９４５号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成１４年

法律第８８号）第３５条第１項の規定に基づき、次のとおり特定猟具使

用禁止区域を指定する。

令和６年１０月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

また、自然とのふれ

あいの場、環境教育・

学習の場として活用

を図る。なお、近年、

当該区域内でのニホ

ンジカによる森林へ

の被害が増加傾向で

あることから、指定

区域を国有林、県有

林の範囲に限定し縮

小する。

名 称 区 域 存続期間 保護に関する指針

三島嶺南

鳥獣保護

区特別保

護地区

四国中央市金砂町小川山柳

瀬の柳瀬ダムえん堤西端を起

点とし、ここから金砂湖の常

時満水位の貯水線南岸に沿っ

てほぼ南西に進み、奥谷橋を

経由し、更に、同岸をほぼ南

西に進み、旧小川橋跡を経由

し、更に、同岸をほぼ南西に

進み、平野橋南端に至り、同

橋を渡り、金砂湖北岸に出て、

ここから同岸に沿ってほぼ北

東に進み、同えん堤東端に至

り、同えん堤を渡り、起点に

至る線に囲まれた区域

令和６年

１１月１日

から令和

１６年１０月

３１日まで

鳥獣の保護及び鳥

獣の生息地の保護を

図る。定期的な巡視

の実施により、区域

内の落葉広葉樹林な

どの生息環境を適切

に保持し、鳥類の安

定的な生息に悪影響

を及ぼすことのない

よう留意する。

佐礼谷鳥

獣保護区

特別保護

地区

伊予市中山町佐礼谷の仁生

川橋西端を起点とし、ここか

ら県道広田双海線を南西ない

しほぼ西に進み、犬寄部落に

至る。ここから通称赤海山の
りょう

稜線を北東に進み、市道赤海

線と県道中山伊予線との交点

に至り、ここから同県道を南

ないし南西に進み、県道広田

双海線との交点に至り、ここ

から同県道を南に進み、起点

に至る線に囲まれた区域

同 上 佐礼谷鳥獣保護区

のうち、北部の特に

良好な鳥獣の生息地

となっている区域に

ついて、特別鳥獣保

護区に指定し、当該

地域に生息する鳥獣

の生息環境を保全す

る。定期的に巡視を

実施し、鳥獣の安定

的な生息に著しい影

響を及ぼすことのな

いよう留意するとと

もに、自然とのふれ

あいの場、環境教育

の場として活用を図

る。

名 称 区 域 存続期間
禁止に係
る特定猟
具の種類

正木谷

特定猟

具使用

禁止区

域

新居浜市大生院の王神社鳥居を起点とし、
りょう

通称正法寺山稜線を南に進み、六地蔵三角

点（５６８．１メートル）に至り、ここからマ
りょう

ゴジャ谷及びこれに続く正木谷西の稜線沿

いの山道をほぼ北に進み、起点に至る線に

囲まれた区域

令和６年

１１月１日

から令和

１６年１０月

３１日まで

銃 器

本谷公

園特定

猟具使

用禁止

区域

西条市河之内の市道三芳河之内線と市道

才土線との交点を起点とし、ここから同市

道を約２５０メートルほぼ南東に進み、ここ
りょう

から稜線を南に進み、標高点（３１３．９メー
りょう

トル）を経て、更に稜線を南西に進み、大
りょう

袋谷に至る。ここから稜線を南ないし南西

に進み、弓場谷に至り、ここから同谷を約
りょう

４０メートル南東に進み、ここから稜線を南

西に進み、東谷川に出て、同川左岸を下流

に進み、市道国山線との交点に至る。ここ

から同市道を西に進み、市道大地線との交

点に至り、ここから同市道をほぼ東に進み、

市道三芳河之内線との交点に至り、ここか

ら同市道をほぼ北東に進み、起点に至る線

に囲まれた区域

同 上 同 上

湯ノ山

特定猟

具使用

禁止区

域

松山市末町の国道３１７号と県道松山東部

環状線との交点を起点とし、ここから同県

道を北西に進み、グリーンヒルズ湯の山エ

レベーター登り口前を経て、更に同県道を

北西に約２００メートル進み、用水路との交

点に至る。ここから同用水路並びにこれに

続く谷筋を北東に進み、農道に出る。ここ

から同農道を約１００メートル北東に進み、
りょう

グリーンヒルズ湯の山の北端に至る稜線と
りょう

の交点に至り、ここから同稜線を東に進み、

湯の山東３丁目北東外縁部の道路に沿って

ほぼ南東に進み、市道湯山１３０号線との交

点に至り、ここから同市道をほぼ南西に進

み、市道湯山１２９号線との交点に至り、こ

こから同市道をほぼ東に進み、市道湯山１４

号線との交点に至る。ここから同市道を南

に進み、同国道に出て、同国道を南西に進

み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上 同 上

夫婦池

特定猟

具使用

禁止区

域

西予市宇和町新城の市道（宇）田之筋地

区７１号線と県道鳥坂宇和線との交点を起点

とし、ここから同県道を北東に進み、市道

（宇）田之筋地区６９号線との交点に至り、

ここから同市道及びこれに続く養鶏場に通

同 上 同 上
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�愛媛県告示第９４７号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

令和６年１０月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

宇和島市吉田町沖村字滝ノ元甲３２２８の２、甲３２３６の１、甲３２３６

の２

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

�愛媛県告示第９４６号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）附則第５条第４項の規定により法第６条第２項の規定による届出と

みなされる法附則第５条第１項の規定による変更に係る事項の届出があったので、法第６条第３項において準用する法第５条第３項の規定

に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局地

域産業振興部商工観光課並びに新居浜市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

令和６年１０月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

クスリのアオキ喜光地店 新居浜市喜光地町二
丁目１９６７－２

大規模小売店舗内の店舗面積
の合計 １，４９４平方メートル １，７８８平方メートル 令和７年

６月１６日
令和６年
１０月１５日

駐車場の位置及び収容台数 １２０台 ８０台

駐輪場の位置及び収容台数 ３１台 ３７台

大規模小売店舗において小売
業を行う者の開店時刻及び閉
店時刻

株式会社ママイ
午前９時から午後１０
時まで

株式会社クスリのア
オキ
午前８時から午後１０
時まで

来客が駐車場を利用すること
ができる時間帯

午前８時３０分から午
後１０時３０分まで

午前７時３０分から午
後１０時１５分まで

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局地域産業振興部商

工観光課並びに新居浜市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

じる里道（通称新高線）をほぼ東に進み、

農地と林野との境界に至り、ここから同境

界をほぼ南に進み、墓地を経て、市道（宇）

田之筋地区７１号線に出て、同市道を北西に

進み、起点に至る線に囲まれた区域

山財ダ

ム特定

猟具使

用禁止

区域

宇和島市津島町山財の山財ダムえん堤北

端を起点とし、ここから市道山財ダム循環

線をほぼ北東に進み、横平橋東端で県道御

代の川清重線に出て、同県道をほぼ南西に

進み、同えん堤南端に至り、ここから同え

ん堤を渡り、起点に至る線に囲まれた区域

同 上 同 上

大池周 松山市北梅本の県道松山川内線と市道小 同 上 同 上

辺特定

猟具使

用禁止

区域

野８号線との交点を起点とし、ここから同

県道を西に進み、悪社川を越えた最初の農

道との交点に至り、ここから同農道を北に

進み、市道小野３９号線に出て、同市道を北

に進み、市道小野１１号線との交点に至る。

ここから同市道を北東に進み、市道小野９

号線との交点に至り、ここから同市道を北

東に進み、市道小野１４６号線との交点に至

り、ここから同市道を北東に進み、市道小

野８号線との交点に至る。ここから同市道

を南ないし西に進み、起点に至る線に囲ま

れた区域
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３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

字滝ノ元甲３２２８の２・甲３２３６の１・甲３２３６の２（以上３筆

について次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及びその

関係書類を愛媛県庁及び宇和島市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第９４９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

新居浜市阿島土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

令和６年１０月２５日

愛媛県東予地方局長 客 本 宗 嗣

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第９５０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

新居浜市上泉川土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出

があった。

令和６年１０月２５日

愛媛県東予地方局長 客 本 宗 嗣

退 任

�愛媛県告示第９４８号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第７号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

令和６年１０月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９５１号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第５号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

令和６年１０月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－６）第１９１２７号 令和６年
５月１０日 ワンエイト株式会社 松本 幸夫 松山市余戸南２－２１－２７ 令和６年

１０月１７日

大工工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロック
工事業
板金工事業
塗装工事業
防水工事業
内装仕上工事業
熱絶縁工事業
建具工事業

ワンエイト株式
会社は、その役
員のうちに、建
設業法第８条第
１号から第４号
まで又は第６号
から第１０号まで
のいずれかに該
当する者がいた
ことで、同条第
１２号に規定する
建設業許可の欠
格要件に該当し
ていたにもかか
わらず、令和６
年４月１２日付け
の同許可の申請
において、同社
及びその役員が
欠格要件に該当
しないとする虚
偽の書類を提出
し、同年５月１０
日付けで新規許
可を受けた。

役員の種類 氏 名 住 所

監 事 近 藤 隆 新居浜市高田一丁目８－６２

役員の種類 氏 名 住 所

監 事 永 森 庄 一 新居浜市阿島三丁目４－３

役員の種類 氏 名 住 所

監 事 仙 波 忠 弘 新居浜市上泉町７番２４号
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�愛媛県告示第９５２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和６年１０月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９５３号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり指定居宅サービス事業を廃止

する旨の届出があった。

令和６年１０月２５日

愛媛県中予地方局長 矢 野 悌 二

�愛媛県告示第９５４号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第４６条第２項の規定により、指定障害福祉サー

ビス事業者から次のとおり指定障害福祉サービス事業を廃止する旨の届出があった。

令和６年１０月２５日

愛媛県中予地方局長 矢 野 悌 二

�愛媛県告示第９５５号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の２０第４項の規定により、指定障害児通所支援事業者から次のとおり指定障害児通所支

援事業を廃止する旨の届出があった。

令和６年１０月２５日

愛媛県中予地方局長 矢 野 悌 二

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大島環状線
今治市宮窪町早川１３６８番２から

同町早川１３６５番２まで
令和６年１０月２５日

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

合同会社 つむぎ ヘルパーステーション月と太陽 愛媛県東温市横河原１３１６番地１９ 令和６年１０月３１日 訪問介護

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

廃止に係る指定障害福祉サービス事業所
廃 止
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１１５００４１６ 合同会社つむぎ 愛媛県東温市横河原１３
１６番地１９ 松 尾 通 子 居宅介護

同行援護
ヘルパーステーション
月と太陽

愛媛県東温市横河原１３
１６番地１９

令和６年
１０月３１日

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－５）第１８９６９号 令和５年
４月１８日 ユウダイ建設� 田名後 桂 越智郡上島町岩城１３５１ 令和６年

９月４日

土木工事業
とび・土工工事業
石工事業、鋼構造物工事業
舗装工事業
しゅんせつ工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－２）第１１９７０号 令和２年
７月３日 東洋道路� 山本 雄一 今治市玉川町別所甲３４８ 令和６年

９月２４日
建築工事業
管工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－５）第１６２８０号 令和５年
４月２５日 ひうち設備� 一色 政司 西条市樋之口１４－４ 令和６年

９月２６日 管工事業 建設業の廃止

（般－４）第１７９２６号 令和４年
６月９日 �長谷川保温工業 長谷川博義 新居浜市庄内町６－３－

４４
令和６年
９月２７日 熱絶縁工事業 建設業の廃止
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公 告

�愛媛県告示第９５６号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第４６条第２項の規定により、指定障害福祉サー

ビス事業者から次のとおり指定障害福祉サービス事業を廃止する旨の届出があった。

令和６年１０月２５日

愛媛県南予地方局長 阿 部 恭 司

�愛媛県告示第９５７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和６年１０月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

ふぐ取扱者試験の施行について

愛媛県ふぐの取扱いに関する条例（昭和２７年愛媛県条例第６３号）第４条の規定による令和６年度ふぐ取扱者試験を次のとおり施行する。

令和６年１０月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 試験の日時及び場所

試 験 別 日 時 場 所

学 科 試 験 令和７年１月２３日（木）午後１時３０分
松山市三番町七丁目６番地９

愛媛県薬剤師会館

実 地 試 験 令和７年３月１３日（木）午前１０時
松山市勝山町一丁目１番地５

愛媛調理製菓専門学校

２ 受験願書の提出期間

令和６年１２月９日（月）から１７日（火）まで。

ただし、郵送による場合は、同日までの消印のあるものは、受け付ける。

３ 受験願書の提出先

県内居住者については住所地を管轄する保健所と、県外居住者については愛媛県保健福祉部健康衛生局薬務衛生課とする。

４ 試験科目

試験は、次に掲げる科目について学科試験を行い、学科試験の合格者について実地試験を行う。

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

廃止に係る指定障害福祉サービス事業所
廃 止
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１３９１００２７ 吉田興産有限会社 愛媛県北宇和郡鬼北町
大字内深田１０６７番地２ 富 永 正 樹 居宅介護 介護福祉サービスさく

ら
愛媛県北宇和郡鬼北町
大字内深田１０６７番地２

令和６年
９月３０日

３８１３９１００２７ 吉田興産有限会社 愛媛県北宇和郡鬼北町
大字内深田１０６７番地２ 富 永 正 樹 重度訪問介護 介護福祉サービスさく

ら
愛媛県北宇和郡鬼北町
大字内深田１０６７番地２

令和６年
９月３０日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 一本松城辺線
南宇和郡愛南町広見１９９４番地先から

同町広見１９３９番２地先まで

旧 ４．０～１４．８ ０．７３０

新 ７．０～５３．２ ０．７３０

事業者番号
指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 者

指定障害児通
所支援の種類

廃止に係る指定障害児通所支援事業所
廃 止
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８５３５０００５０ パーソナルアシスタン
ト青空

愛媛県松山市古川北３
丁目４－３２ 佐 伯 康 人 放課後等デイ

サービス とべこどもデイ青空 愛媛県伊予郡砥部町高
尾田７７番地

令和６年
１１月２日
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選挙管理委員会告示

�愛媛県選挙管理委員会告示第７９号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第

１項の規定による直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

は、次のとおりである。

令和６年１０月２５日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 三 好 賢 治

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件となるべき

選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，１０７，３５５

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２２，１４８

� ８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１

を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して

得た数 ２３８，４２０

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

� 衛生法規

� 食品衛生学

� 魚類学

５ その他

受験についての必要事項は、受験票により指示する。

選 挙 区 別 選挙権を有する者の総
数

同左の３分の１の数
（松山市・上浮穴郡選
挙区にあっては、同左
の４０万を超える数に６
分の１を乗じて得た数
と４０万に３分の１を乗
じて得た数とを合算し
て得た数）

伊 予 郡 ４２，５３４ １４，１７８

南 宇 和 郡 １６，８９１ ５，６３１

松山市・上浮穴郡 ４２７，２２３ １３７，８７１

今 治 市 ・ 越 智 郡 １３０，８０３ ４３，６０１

宇和島市・北宇和郡 ７０，１２６ ２３，３７６

八幡浜市・西宇和郡 ３３，５０２ １１，１６８

新 居 浜 市 ９５，３６１ ３１，７８７

西 条 市 ８７，２０６ ２９，０６９

大 洲 市 ・ 喜 多 郡 ４６，７５０ １５，５８４

伊 予 市 ３０，０２８ １０，０１０

四 国 中 央 市 ６９，４７６ ２３，１５９

西 予 市 ２９，６３７ ９，８７９

東 温 市 ２７，８１８ ９，２７３

令和６年１０月２５日 発行


